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介護老人福祉施設長生き邑 重要事項説明書 

１．当施設が提供するサービスについての相談窓口 

  電話 ０４７５（３２）２５８７（午前９時から午後５時まで） 

  担当者 生活相談員  関田 夏実 

 

２．特別養護老人ホーム長生き邑の概要 

（１）施設の名称・所在地 

名 称 特別養護老人ホーム 長生き邑 

所在地 千葉県長生郡長生村金田２１３３番地 

介護保険指定番号 千葉県第１２７６８００１９８号 

 

（２）施設の職員体制 

 １）施設管理者      ：常勤   １名（短期入所施設と兼務） 

               施設従事者の管理、業務実施状況の把握、その他の管理 

               を一元的に行います。 

 ２）医師         ：非常勤  １名（嘱託医・短期入所施設と兼務） 

               入居者に対しての健康管理及び療養上の指導を行います。 

 ３）生活相談員      ：常勤   １名（短期入所施設と兼務） 

               入居者の生活相談、処遇の企画・実施等を行います。 

 ４）介護支援専門員    ：常勤   １名 

               施設サービス計画（ケアプラン）の作成を行います。 

 ５）介護職員       ：常勤換算 ２０名以上（短期入所施設と兼務） 

               入居者の生活全般にわたる介護業務を行います。 

 ６）看護職員       ：常勤換算 ２名以上（短期入所施設と兼務） 

               入居者の保健衛生の管理・健康保持 

 ７）機能訓練指導員    ：常勤   １名（短期入所施設と兼務） 

               入居者の日常生活を営む上で必要な機能の維持・向上を 

               図るための機能訓練を行います。 

 ８）管理栄養士      ：常勤   １名（短期入所施設と兼務） 

               食事の献立作成・栄養計算、入居者に対する栄養指導・ 

               相談等を行います。 
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（３）施設の設備概要 

定  員 ６０名 医 務 室 １室 

居  室 入居個室  ５０室 

短期入居個室１０室 

特 別 浴 室 １室 

分離型車椅子入浴 

設置 

相 談 室 １室 一 般 浴 室 ３室 

共同生活室 ６室 

３．サービス内容 

 ①食事 

 ・入居者の身体状況・嗜好を考慮したものとし、適切な時間（朝食８時～、昼食１２時 

～、夕食１７時３０分～）に行います。 

 ・自立支援に配慮し、できるだけ離床し共同生活室で召し上がっていただきます。 

 ②入浴 

 ・１週間に２回以上、特別浴又は一般入浴を行います。心身の状況等により、入浴がで

きない場合には、清拭を行います。 

 ③介護 

 ・排泄の自立への介助を行います。（自然排泄への取組みを行います。） 

 ・おむつ交換は、個別の排泄リズムを把握し、時間交替ではなく、個別の排泄リズムに

よる支援を行います。 

 ④生活相談 

 ・入居者またはその家族等に対して、生活相談員が入居・退居等の相談に応じ、必要な

助言・援助を行います。 

 ・入居者の日常生活全般に係わる問題解決に努め、関係機関と連携し職員に対し必要な

助言等を行います。 

 ⑤健康管理 

 ・当施設は生活の場であり、病院と同じ様な治療はできません。 

 ・入居者の日々の健康管理は、嘱託医師と看護師の業務となっています。 

 ・施設の回診は、嘱託医師の鈴木神経科医師（外来：ポプラクリニック）が月２回行い

ます。 

 ・外部医療機関が主治医の場合でも入居者は、「基準省令」第４６号「特別養護老人ホー

ムの設備及び運営に関する基準」第２１条（健康管理）及び、第９条（（記録の整備）

を遵守し、常に入居者の健康管理に注意して、必要に応じて適切な措置をとるよう努

めます。 

 ・検温・血圧等の健康チェックは毎日適宜行い、健康診断は年１回以上実施します。 

 ⑥理容・美容 

 ・美容師の出張サービスを行います。（実費） 
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 ⑦レクリエーション 

 ・森林浴・外気浴などレクリエーションを通し、介護予防への取組みを行います。 

 ・入居者が興味を持たれることへの支援を行います。 

 ・外出の際のお食事会やお茶会など自然とのふれあいを大切にし、季節を実感できる支

援を行います。 

 ⑧社会生活上の便宜の供与等 

 ・教養娯楽設備等を備えて、適宜入居者の相談に応じ、必要な助言・援助を行います。 

 ・入居者の日常生活を営むのに必要な行政機関に対する手続きについて、入居者又はそ

の家族が行うことが困難である場合、その同意を得て代行します。 

 ・入居者の家族と連絡を密にし、入居者とその家族の交流等の機会を確保します。 

 

４．利用料金 

（１）介護給付サービスによる料金 

   入居者の介護度により利用料金（１日当たり）が異なります。 

   料金については、別紙料金表の通りです。 

（２）利用料の取り扱い 

   午前８時３０分～午後１６時３０分迄とします。利用料を振り込む場合、先方で振

込手数料を負担する事とします。振替手続きをとる場合は、施設側で手数料負担（５

０円＋消費税）します。決められた期日までに残金をおろせない場合、振込か現金

を持参していただきます。 

（３）介護保険給付の対象とならないサービス 

   別紙の通りです。 

 

５．支払い方法 

  入居生活介護利用月の翌月１５日までに当月料金の合計額の請求書に明細を付してお 

送りします。 

入居者は、当月料金の合計額を翌月２５日までに現金または振込の方法でお支払い下 

さい。利用料の支払いを受けた時、入居者に対して領収書を発行いたします。 

 

６．施設サービスの特徴 

（１）運営の方針 

  １）入居者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営

む事が出来るような、入浴・排泄・食事等の介護その他日常生活の支援及び機能訓

練を行う事により、入居者の心身の機能維持及びご家庭の身体的並びに精神的負担

軽減を支援します。 

  ２）入居者の家族等との連携を図るように努めるとともに、事業の実施に当たっては、
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関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスとの緊密な連携を図り、総合的サー

ビス提供に努めます。 

（２）サービスの質の向上のために、次の事を行います。 

  ・職員研修があります。 

  ・身体拘束はありません。ただし、緊急やむを得ない場合を除きます。 

  ・褥瘡予防管理を行います。 

  ・感染症管理：食中毒や感染症については蔓延を防ぐため嘱託医・医療機関との連携

を密にして必要な措置を講じ予防と早期発見に努めます。 

  ・サービスマニュアルを作成します。 

  ・変更・追加のお申し込みができます。 

（３）施設利用に当たっての留意事項 

 ☆ 面会             午前９時から午後５時までとします。 

                  上記以外の時間での面会は事前にご連絡下さい。 

☆ 外出・外泊           施設指定の届け出書を提出して下さい。 

☆ 飲酒・喫煙           飲酒・喫煙は健康管理のため禁止させていただき 

                ます。 

 ☆所持品の持ち込み        居室へ持ち込める範囲内とします。 

                  なお、火器類・危険物の持ち込みは厳禁です。 

 ☆宗教・政治活動         お断りします。 

 ☆金銭・貴重品の管理       金銭・貴重品はお持ち込みにならないようお願い

します。 

                  万一紛失の場合、責任を負いかねます。 

 ☆食物・飲物の持ち込み      健康管理のため、お断りしています。 

 ☆設備・器具の使用        共用施設、備品等の取り扱いは、丁寧にお願いし

ます。 

 ☆ペット             お断りします。 

 ☆その他             他の入居者に不快な思いを与える行為や迷惑とな

る行為はしないで下さい。 

 ☆施設内で火を用いないで下さい。 

 ☆施設の設備や物品に損害を与え、またこれらを持ち出してはいけません。 

 ☆衛生保持：入居者は、清潔、整頓、その他環境衛生の保持のために努めます。 

 ☆当施設は、洗濯機、乾燥機を使用して洗濯業務を実施しております。この洗濯業務で

衣類等に変形・変色等が生じた場合も、責任を負いかねます。 

 ☆当施設の、備品、消耗品に不都合が生じる場合は、各自でご用意をお願いします。 

 ☆個人の希望に応じて使用する物 身体状況によって使用する物については、自費もし

くは持参していただきます。 
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７．緊急時の対応 

  入居者に容体の変化等があった場合、緊急連絡先に速やかに連絡を取る等の必要な措

置を講じます。 

 

８．事故発生時の対応 

 ・事故が発生した場合、速やかに家族及び医療機関等に連絡をします。 

 ・事故が発生し、損害賠償を行う場合は、適切に対応します。ただし、家族等による外

出・外泊等施設の責任にならない場合を除きます。 

 

９．非常災害対策 

 ・防災時の対応    職員からなる自衛消防隊により速やかに行います。 

 ・防災設備      各設備については、契約している業者による定期点検を実施し、 

            その対応に備えています。 

 ・防災訓練      年３回実施 

 

１０．掲示 

   施設内の見やすい場所に、運営規定の概要、職員の勤務体制、利用料その他のサー

ビスの選択についての重要事項を提示します。 

 

１１．サービス内容に関する相談、苦情 

   入居者からの相談・苦情に対する窓口を設置し、施設のサービスや設備に関する入

居者からの要望・苦情に対して迅速に対応いたします。 

   相談・苦情担当  ： 敷田  圭志 

        電話番号 ０４７５－３２－２５８７ 

        ＦＡＸ  ０４７５－３２－１３４５ 

   ※受付時間     月～日曜日 ９時～１７時 

☆サービス内容に関する相談・苦情の受付は下記でも受け付けております。 

長生村  長生村役場 

     福祉課 介護保険係 

所在地    長生村本郷１－７７ 

電話番号   ０４７５－３２－６８０９ 

茂原市  茂原市役所 

     福祉部 高齢者支援課 

所在地    茂原市道表１番地 

電話番号   ０４７５－２０－１５７２  

白子町  白子町役場            

健康福祉課 

所在地    白子町関５０７４－２ 

電話番号   ０４７５－３３－２１１３ 

睦沢町  睦沢町役場 

     福祉課 福祉介護班 

所在地    睦沢町下之郷１６５０－１ 

電話番号   ０４７５－４４－２５０４ 
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長南町  長南町役場 

     福祉課 福祉介護係 

所在地    長南町長南２１１０番地 

電話番号   ０４７５－４６－２１１６ 

一宮町 一宮町役場     

福祉健康課介護保険係 

所在地    一宮町一宮２４５７番地 

電話番号   ０４７５－４２－１４３１ 

大網白里市 大網白里市役所       

高齢者支援課介護保険班 

所在地    大網白里市大網１１５番地２ 

電話番号   ０４７５－７０－０３０９ 

いすみ市  いすみ市役所 

健康高齢者支援課介護保険班 

所在地    いすみ市大原７４００－１ 

電話番号   ０４７０－６２－１１１８ 

御宿町  御宿町役場 

    保健福祉課福祉介護班 

所在地    御宿町須賀１５５２番地 

電話番号   ０４７０－６８－６１７６ 

九十九里町  九十九里町役場 

   健康福祉課高齢者福祉係 

所在地    九十九里町片貝４０９９番地 

電話番号   ０４７５－７０－３１８４ 

 

千葉県国民健康保険団体連合会 

介護保険課苦情処理係 

所在地    千葉市稲毛区天台６－４－３ 

電話番号   ０４３－２５４－７４２８ 

千葉県運営適正化委員会 所在地     千葉市中央区千葉港４―３ 

電話番号    ０４３－２４６－０２９４ 

 

 

 

 

 

１２．法人の概要 

   法人名          社会福祉法人  愛の友協会 

   施設名          特別養護老人ホーム  長生き邑 

   所在地          千葉県長生郡長生村金田２１３３番地 

   電話番号         ０４７５－３２－２５８７ 

   ＦＡＸ          ０４７５－３２－１３４５ 

   施設が行っている事業   １．介護老人福祉施設 

                ２．短期入所生活介護 
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令和   年   月   日 

 入居生活介護利用にあたり、入居者に対して本書面に基づいて重要事項を説明いたしま

した。 

 

（施設） 

    所在地   千葉県長生郡長生村金田２１３３番地 

    法人名   社会福祉法人 愛の友協会 

名 称   特別養護老人ホーム 長生き邑 

    指定番号  千葉県第１２７６８００１９８号 

 

    施設管理者       森川  清崇        

 

    説明者     職名  生活相談員 

            氏名  関田  夏実        

 

 私は、契約書および本書面により、施設から入居生活介護についての重要事項の説明を

受けました。 

 

（入居者） 

住所   

 

氏名   

（第１連帯保証人） 

住所   

 

氏名   

（第２連帯保証人） 

住所   

 

氏名   

（緊急時連絡先） 

住所   

 

氏名   

 


